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(57)【要約】
【課題】３色以上を表示可能な無線表示端末と、無線表
示端末に表示データを無線送信するサーバと、を備えた
無線表示システムであって、無線表示端末の表示の書き
換えに用いられる電池の残量低下時であっても、無線表
示端末に誤った情報が表示されるエラーを防止すること
が容易な、信頼性の高い無線表示システムを提供する。
【解決手段】無線表示システムは、無線表示端末と、サ
ーバと、を備える。無線表示端末は、第１色、第２色、
および、第３色の表示が可能な表示部を有する。表示部
の表示は、電池の電力を用いて書き換えられる。サーバ
は、無線表示端末に表示データを無線送信する。表示部
の表示は、電池の残量が所定範囲にあると判断される低
電池残量時には、低電池残量時以外の通常時に比べて、
省電力で書き換えられる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１色、第２色、および、第３色を含む３色以上の表示が可能な表示部を有し、前記表
示部の表示が、電池の電力を用いて書き換えられる無線表示端末と、
　前記無線表示端末に表示データを無線送信するサーバと、
を備え、
　前記表示部の表示は、前記電池の残量が所定範囲にあると判断される低電池残量時には
、前記低電池残量時以外の通常時に比べて、省電力で書き換えられる、
無線表示システム。
【請求項２】
　前記表示部の表示は、前記低電池残量時には、前記通常時の表示色数に比べて少ない表
示色数で書き換えられる、
請求項１に記載の無線表示システム。
【請求項３】
　前記無線表示端末は、前記サーバから送信されてきた前記第１色、前記第２色、および
、前記第３色を少なくとも表示色に含む前記表示データにおいて、前記第３色を前記第２
色に変更した省電力表示データを生成する、省電力表示データ生成部を更に有し、
　前記表示部の表示は、前記通常時には前記表示データに基づいて書き換えられ、前記低
電池残量時には前記省電力表示データに基づいて書き換えられる、
請求項２に記載の無線表示システム。
【請求項４】
　前記表示部に所定情報を表示させる場合に、前記サーバは、前記通常時には、３色以上
の表示色数の第１表示データを前記表示データとして生成し、前記低電池残量時には、前
記第１表示データよりも表示色数の少ない第２表示データを前記表示データとして生成す
る、
請求項２に記載の無線表示システム。
【請求項５】
　前記表示部の表示は、前記低電池残量時には、少なくとも１つの色について、前記通常
時に比べて薄い濃度で前記表示部に該色が表示されるよう書き換えられる、
請求項１に記載の無線表示システム。
【請求項６】
　前記無線表示端末は、前記表示部の表示の書き換え時に、前記電池の電圧に関する値を
検出する検出部を更に有し、
　前記電池の残量が前記所定範囲にあるか否かの判断は、前記検出部の検出結果に基づい
て行われる、
請求項１から５のいずれか１項に記載の無線表示システム。
【請求項７】
　前記表示部は、電子ペーパーである、
請求項１から６のいずれか１項に記載の無線表示システム。
【請求項８】
　前記無線表示端末は、電子棚札である、
請求項１から７のいずれか１項に記載の無線表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線表示システム、より具体的には、無線表示端末と、無線表示端末に表示
データを無線送信するサーバと、を備えた無線表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線表示端末と、無線表示端末に表示データを無線送信するサーバと、を備えた無線表
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示システムが知られている。例えば、特許文献１（特開２００５－３３５００４号公報）
には、工場等で用いられる無線表示システムであって、作業対象物に取り付けられた無線
表示端末が、サーバから送信されてくる情報を表示する無線表示システムが開示されてい
る。
【０００３】
　このような無線表示システムでは、従来、２色表示（背景色を含む）の無線表示端末が
広く使用されている。これに対し、昨今では、視認性向上等を目的として、無線表示シス
テムにおいて、３色以上（背景色を含む）の表示が可能な無線表示端末の利用が進みつつ
ある。一般に、３色以上を表示可能な無線表示端末には、２色表示の無線表示端末に比べ
て消費電力が大きく、無線表示端末を駆動する電池の消耗が激しいという特性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、無線表示システムでは、無線表示端末の電池残量の低下時に表示の書き換え
が失敗し、無線表示端末に誤った情報が表示されるエラー（例えば、消去されるべき古い
情報が表示されたままになるエラー）が発生する場合がある。無線表示システムに、３色
以上を表示可能な無線表示端末が用いられる場合には、消費電力の比較的小さな２色表示
の無線表示端末が用いられる場合に比べ、無線表示端末の電池残量低下が高い頻度で発生
する。そのため、信頼性確保の観点から、３色以上を表示可能な無線表示端末が用いられ
る無線表示システムには、無線表示端末の電池残量の低下時であっても、無線表示端末に
誤った情報が表示されるエラーを防止することが特に強く求められている。
【０００５】
　このような要求に鑑み、本発明の課題は、３色以上を表示可能な無線表示端末と、無線
表示端末に表示データを無線送信するサーバと、を備えた無線表示システムであって、無
線表示端末の表示の書き換えに用いられる電池の残量低下時であっても、無線表示端末に
誤った情報が表示されるエラーを防止することが容易な、信頼性の高い無線表示システム
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１観点に係る無線表示システムは、無線表示端末と、サーバと、を備える。
無線表示端末は、第１色、第２色、および、第３色を含む３色以上の表示が可能な表示部
を有する。表示部の表示は、電池の電力を用いて書き換えられる。サーバは、無線表示端
末に表示データを無線送信する。表示部の表示は、電池の残量が所定範囲にあると判断さ
れる低電池残量時には、低電池残量時以外の通常時に比べて、省電力で書き換えられる。
【０００７】
　本発明の第１観点に係る無線表示システムでは、低電池残量時に無線表示端末の表示の
書き換えが省電力で行われるよう構成されているため、低電池残量時の表示の書き換え失
敗を防止できる。そのため、無線表示端末に誤った情報が表示されるエラーを防止して、
信頼性の高い無線表示システムを実現できる。
【０００８】
　本発明の第２観点に係る無線表示システムは、第１観点に係る無線表示システムであっ
て、表示部の表示は、低電池残量時には、通常時の表示色数に比べて少ない表示色数で書
き換えられる。
【０００９】
　本発明の第２観点に係る無線表示システムでは、表示色数を減らすことで表示部の書き
換えに伴う電力消費が低減されるため、低電池残量時の表示の書き換え失敗を防止し、無
線表示端末に誤った情報が表示されるエラーを防止できる。また、ここでは、通常時と低
電池残量時との表示部の表示が異なるため、表示部を見た作業員等が、無線表示端末の電
池の残量が少なくなっていることを容易に認識し、これに対処することができる。
【００１０】
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　本発明の第３観点に係る無線表示システムは、第２観点に係る無線表示システムであっ
て、無線表示端末は、省電力表示データ生成部を更に有する。省電力表示データ生成部は
、サーバから送信されてきた第１色、第２色、および、第３色を少なくとも表示色に含む
表示データにおいて、第３色を第２色に変更した省電力表示データを生成する。表示部の
表示は、通常時には表示データに基づいて書き換えられ、低電池残量時には省電力表示デ
ータに基づいて書き換えられる。
【００１１】
　本発明の第３観点に係る無線表示システムでは、電池残量低下時に、無線表示端末側に
おいて省電力で書き換え可能な表示色を低減した省電力表示データが生成されるため、サ
ーバ側では無線表示端末の電池の残量を把握する必要がなく、サーバの処理負荷を低減で
きる。
【００１２】
　本発明の第４観点に係る無線表示システムは、第２観点に係る無線表示システムであっ
て、表示部に所定情報を表示させる場合に、サーバは、通常時には、３色以上の表示色数
の第１表示データを表示データとして生成し、低電池残量時には、第１表示データよりも
表示色数の少ない第２表示データを表示データとして生成する。
【００１３】
　本発明の第４観点に係る無線表示システムでは、同一の所定情報を表示部に表示させる
場合に、サーバが、通常時と電池残量低下時とで、表示色数の異なる表示データを生成す
るため、無線表示端末側では表示データを生成する必要がない。そのため、無線表示端末
の処理負荷を低減できる。
【００１４】
　本発明の第５観点に係る無線表示システムは、第１観点に係る無線表示システムであっ
て、表示部の表示は、低電池残量時には、少なくとも１つの色について、通常時に比べて
薄い濃度で表示部に該色が表示されるよう書き換えられる。
【００１５】
　本発明の第５観点に係る無線表示システムでは、色の濃度を低下させることで表示部の
書き換えに伴う電力消費が低減されるため、低電池残量時の表示の書き換え失敗を防止し
、無線表示端末に誤った情報が表示されるエラーを防止できる。また、ここでは、通常時
と低電池残量時との表示部の表示が異なるため、表示部を見た作業員等が、無線表示端末
の電池の残量が少なくなっていることを容易に認識し、これに対処することができる。
【００１６】
　本発明の第６観点に係る無線表示システムは、第１観点から第５観点のいずれかに係る
無線表示システムであって、無線表示端末は、表示部の表示の書き換え時に、電池の電圧
に関する値を検出する検出部を更に有する。電池の残量が所定範囲にあるか否かの判断は
、検出部の検出結果に基づいて行われる。
【００１７】
　本発明の第６観点に係る無線表示システムでは、電池の残量が所定範囲であるか否かの
判断が、表示の書き換え時に検出される電池の電圧に関する値に基づいて行われるため、
正確な判断を行うことができる。そのため、電池の残量が少ない時には無線表示端末の表
示の書き換えを省電力で行って、無線表示端末に誤った情報が表示されるエラーを防止す
ることができ、特に信頼性の高い無線表示システムを実現できる。
【００１８】
　本発明の第７観点に係る無線表示システムは、第１観点から第６観点に係る無線表示シ
ステムであって、表示部は、電子ペーパーである。
【００１９】
　本発明の第７観点に係る無線表示システムでは、表示部の表示内容の保持のための電力
を不要とすることができる。
【００２０】
　本発明の第８観点に係る無線表示システムは、第１観点から第７観点に係る無線表示シ
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ステムであって、無線表示端末は、電子棚札である。
【００２１】
　本発明の第８観点に係る無線表示システムでは、スーパーマーケット等の店舗において
、無線表示システムが顧客に誤った商品情報（価格等）を提示することを防止できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る無線表示システムでは、低電池残量時に無線表示端末の表示の書き換えが
省電力で行われるよう構成されているため、低電池残量時の表示の書き換え失敗を防止で
きる。そのため、無線表示端末に誤った情報が表示されるエラーを防止して、信頼性の高
い無線表示システムを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る無線表示システムの全体概略図である。
【図２】図１の無線表示システムが有する無線表示端末の表示部の表示の一例である。特
に、図２は通常時の表示部の表示の一例である。
【図３】図１の無線表示システムが有する無線表示端末の概略構成を示すブロック図であ
る。
【図４】図１の無線表示システムが有するサーバの概略構成を示すブロック図である。
【図５】図１の無線表示システムが有する無線表示端末の表示部の表示の一例である。特
に、図５は低電池残量時の表示部の表示の一例である。
【図６】図１の無線表示システムにおける、サーバによるコマンドの生成／送信処理のフ
ローチャートの一例である。
【図７】図１の無線表示システムにおける、無線表示端末の表示部の表示の書き換え処理
のフローチャートの一例である。
【図８】変形例１Ａに係る無線表示システムが有する無線表示端末の概略構成を示すブロ
ック図である。
【図９】変形例１Ａに係る無線表示システムが有するサーバの概略構成を示すブロック図
である。
【図１０】変形例１Ａに係る無線表示システムにおける、無線表示端末の表示部の表示の
書き換え処理のフローチャートの一例である。
【図１１】変形例１Ａに係る無線表示システムにおける、低電池残量報告の受信時の、サ
ーバによるコマンドの生成／送信処理のフローチャートの一例である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る無線表示システムの全体概略図である。
【図１３】図１２の無線表示システムが有する無線表示端末の概略構成を示すブロック図
である。
【図１４】図１２の無線表示システムが有する無線表示端末の表示部の表示の一例である
。特に、図１４は低電池残量時の表示部の表示の一例である。
【図１５】図１２の無線表示システムにおける、無線表示端末の表示部の表示の書き換え
処理のフローチャートの一例である。
【図１６】本発明の第３実施形態に係る電子棚札システムの全体概略図である。
【図１７】図１６の電子棚札システムにおける電子棚札の設置状態の一例である。
【図１８】図１６の電子棚札システムが有する電子棚札の表示部の表示の一例である。特
に、図１８は通常時の表示部の表示の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に、本発明に係る無線表示システムの実施形態を、図面を参照しながら説明する。
【００２５】
　なお、以下の実施形態は、例示に過ぎず、本発明に係る無線表示システムは以下に記載
する内容に限定されるものではない。発明の趣旨と矛盾しない範囲で、他の態様も採用可
能である。
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【００２６】
　＜第１実施形態＞
　（１）全体構成
　本発明の第１実施形態に係る無線表示システム１００について以下に説明する。
【００２７】
　無線表示システム１００は、工場において使用されるシステムである。ただし、無線表
示システム１００の使用場所は、工場に限定されるものではなく、例えば物流施設や病院
等で使用されてもよい。
【００２８】
　無線表示システム１００は、図１に示すように、主として、サーバ１０と、複数のアク
セスポイント３０，３０，・・・と、複数の無線表示端末４０，４０，・・・と、携帯端
末６０と、を備える。サーバ１０とアクセスポイント３０とは、ＬＡＮ（Local Area Net
work）等のネットワーク２０を介して接続される（図１参照）。ネットワーク２０は、有
線であってもよいし、無線であってもよい。
【００２９】
　無線表示端末４０は、工場で製造される製品Ｐが内部に収容される容器５０に、それぞ
れ１つ取り付けられている。なお、ここで、容器５０に収容されている製品Ｐとは、完成
品（工場において実施すべき加工の全てが完了した製品）だけを意味するものではなく、
完成品となる前の（加工が施されていない状態や、一部の加工だけが施された半製品の状
態の）製品を含むものとする。また、図１では、容器５０に１つの物品が製品Ｐとして収
納されているが、これに限定されるものではなく、複数の物品から構成される物品群が製
品Ｐとして容器５０に収納されてもよい。
【００３０】
　各無線表示端末４０は、３色表示可能な表示部４１を有する（図２参照）。各無線表示
端末４０の表示部４１には、その無線表示端末４０が取り付けられた容器５０内に収容さ
れた製品Ｐに関する画像が表示される。具体的には、表示部４１には、その無線表示端末
４０が取り付けられた容器５０内の製品Ｐの製品情報の画像が表示される。製品情報には
、例えば、図２のように、製品Ｐのロット番号、製品Ｐの行き先（その製品Ｐに対して次
に行われる加工作業の名称や、その製品Ｐを運ぶべき場所の名称等）、製品Ｐの製造番号
、製品Ｐの指図番号、製品Ｐに関する特記事項（製品Ｐの製造を特に急ぐ必要がある旨の
情報等）が含まれる。ただし、製品情報は、これらの情報に限定されるものではない。ま
た、図２では、製品情報を表す文字の画像が表示部４１に表示されているが、製品情報は
、文字で表示される必要はなく、図形や記号等の画像で表示されてもよい。表示部４１の
表示内容は、後述するように、サーバ１０から無線表示端末４０に無線送信されるコマン
ドに基づいて書き換えられる。
【００３１】
　サーバ１０は、工場で製造される製品Ｐの情報を一元管理する一般的なコンピュータで
ある。サーバ１０の機能には、無線表示端末４０の表示部４１に表示される画像の管理を
含む。
【００３２】
　サーバ１０は、無線表示端末４０の表示部４１に表示される製品情報に関する情報を記
憶している。サーバ１０は、無線表示端末４０の表示部４１の表示を書き換えるための指
令をコマンドとして生成し、無線表示端末４０に対して送信する。なお、サーバ１０によ
り生成されるコマンドには、サーバ１０に記憶している情報を用いて生成された表示デー
タを含む。表示データは、表示部４１に表示させる製品情報の画像データである。なお、
表示データは、データ圧縮されたデータであってもよい。サーバ１０から送信されるコマ
ンドには、コマンドを実行させる対象の（表示部４１の表示が書き換えられる）無線表示
端末４０の端末ＩＤが付される。サーバ１０は、ネットワーク２０で接続されたアクセス
ポイント３０を介して、無線表示端末４０に対してコマンドを無線送信する。
【００３３】
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　アクセスポイント３０は、無線表示端末４０との間で無線通信を行う通信装置である。
例えば、アクセスポイント３０と無線表示端末４０とは、電波による無線通信を行う。た
だし、これに限定されるものではなく、例えば、アクセスポイント３０と無線表示端末４
０とは、赤外線による無線通信を行うものであってもよい。
【００３４】
　アクセスポイント３０は、例えば工場の天井等に間隔を空けて取り付けられる。アクセ
スポイント３０の設置台数および設置位置は、例えば、工場内の無線表示端末４０が、い
ずれかのアクセスポイント３０と通信可能となるように決定される。
【００３５】
　アクセスポイント３０は、無線表示端末４０との間で、各種信号の授受を行う。例えば
、アクセスポイント３０は、サーバ１０から送られてくるコマンドを無線表示端末４０に
無線送信する。言い換えれば、アクセスポイント３０は、サーバ１０から送られてくる表
示データを無線表示端末４０に無線送信する。また、アクセスポイント３０は、無線表示
端末４０から無線送信されてくる信号を受信し、受信した信号をサーバ１０に送信する。
【００３６】
　携帯端末６０は、工場で作業を行う作業員により使用される可搬性の端末である。携帯
端末６０は、例えば、バーコードのスキャナを備えたデータ収集端末（ハンディターミナ
ル）である。携帯端末６０は、例えば無線ＬＡＮにより、サーバ１０と通信可能に構成さ
れている。
【００３７】
　携帯端末６０は、無線表示端末４０と製品Ｐとのリンク作業／リンク解除作業に用いら
れる。リンク作業は、各無線表示端末４０の端末ＩＤと、その無線表示端末４０が取り付
けられた容器５０内に収容された製品Ｐの製品ＩＤとを関連付けてサーバ１０に記憶させ
る作業である。リンク作業は、例えば、無線表示端末４０が取り付けられた容器５０に、
加工が施されていない状態の製品Ｐが収容される時に実行される。逆に、リンク解除作業
は、関連付けて記憶されている端末ＩＤと製品ＩＤとを、サーバ１０から消去する作業で
ある。リンク解除作業は、例えば、無線表示端末４０が取り付けられた容器５０から、全
ての加工が施された完成品の製品Ｐが取り出される時に実行される。なお、端末ＩＤは、
各無線表示端末４０に付された固有の識別符号である。製品ＩＤは、各製品Ｐに付された
固有の識別符号である。
【００３８】
　リンク作業時には、携帯端末６０は、各無線表示端末４０に付されたバーコードを読み
取ることで、端末ＩＤを取得する。また、携帯端末６０は、引き続いて各製品Ｐに付され
たバーコードを読み取ることで、製品ＩＤを取得する。そして、取得された端末ＩＤおよ
び製品ＩＤが携帯端末６０からサーバ１０に送信されることで、サーバ１０において、端
末ＩＤと製品ＩＤとが関連付けて記憶される。
【００３９】
　（２）詳細構成
　無線表示システム１００の無線表示端末４０およびサーバ１０について、以下に詳細に
説明する。
【００４０】
　（２－１）無線表示端末
　無線表示端末４０は、製品Ｐが収容される容器５０にそれぞれ取り付けられ（図１参照
）、対応する製品Ｐ（その無線表示端末４０が取り付けられた容器５０に収容された製品
Ｐ）の製品情報を表示する。
【００４１】
　各無線表示端末４０は、図３のように、主に表示部４１、入力部４２、通信部４３、電
池４４、検出部４５、記憶部４６、および制御部４７を有する。
【００４２】
　（２－１－１）表示部
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　表示部４１には、製品Ｐの製品情報が表示される。表示部４１には、第１色Ｃ１、第２
色Ｃ２、および第３色Ｃ３の３色表示が可能である（図２参照）。ここでは、第１色Ｃ１
は白色、第２色Ｃ２は黒色、第３色Ｃ３は赤色であるが、これに限定されるものではなく
、他の色の組合せであってもよい。なお、図２において、黒色で表されておらず、ハッチ
ングもされていない領域は、画素の表示色が第１色Ｃ１であることを示す。図２中におい
て黒色で表されている領域は、画素の表示色が第２色Ｃ２であることを示す。図２におい
てハッチングされている領域は、画素の表示色が第３色Ｃ３であることを示す。
【００４３】
　表示部４１の表示は、サーバ１０から送信されてくる表示データに基づいて、又は、後
述する制御部４７の省電力表示データ生成部４７ｂにより生成される省電力表示データに
基づいて書き換えられる。
【００４４】
　表示部４１には、例えば電子ペーパーが用いられる。すなわち、表示部４１は、マトリ
クス状に配列された複数の画素で構成される、ドットマトリクス方式の不揮発性表示部で
ある。表示部４１は、電力が供給されなくても表示内容を保持できる。
【００４５】
　表示部４１には、具体的には、電気泳動方式の電子ペーパーが用いられる。表示部４１
には、より具体的には、電気泳動方式の、いわゆるマイクロカップ型の電子ペーパーが用
いられる。表示部４１には、表示面（画像が表示される面）の全域にわたって、多数の、
極めて小さなカップ状のセル（このセルは、マイクロカップと呼ばれる）が面状に配置さ
れる。表示部４１の各セルは、表示部４１の各画素に対応している。各セルの内部には、
例えば、複数の正に帯電した第１色Ｃ１の粒子と、複数の負に帯電した第２色Ｃ２の粒子
と、複数の同じく負に帯電した第３色Ｃ３の粒子と、が収容されている。
【００４６】
　表示部４１の表示は、各セルに他のセルとは独立して電圧を印加することが可能な表示
書換部４１ａによって書き換えられる。具体的には、表示書換部４１ａは、各セルの表示
面側を正電圧又は負電圧とすることで、また、各セルへの電圧の印加の様態（例えば、印
加電圧や、電圧の印加時間等）を変えることで、第１色Ｃ１の粒子、第２色Ｃ２の粒子、
又は第３色Ｃ３の粒子のいずれかを表示部４１の表示面側に移動させる。その結果、各セ
ルに対応する画素の表示色が、第１色Ｃ１、第２色Ｃ２、又は第３色Ｃ３となる。なお、
表示書換部４１ａの動作は、制御部４７により制御される。
【００４７】
　なお、表示部４１では、その特性上、表示の書き換え時に、全ての画素の表示色が一旦
第１色Ｃ１に書き換えられる。そして、その後に各画素の表示色が所望の色に書き換えら
れる。また、表示部４１では、その特性上、画素の表示色を第１色Ｃ１から第３色Ｃ３に
書き換える時に必要な電力が、画素の表示色を第１色Ｃ１から第２色Ｃ２に書き換える時
に必要な電力に比べて大きい。
【００４８】
　（２－１－２）入力部
　入力部４２は、工場で作業をする作業員による入力を受け付けるスイッチ、例えば押し
ボタンスイッチである。
【００４９】
　作業員は、例えば、無線表示端末４０の表示部４１に、製品情報として次に行われる加
工作業の名称（仮に、第１加工作業とする）が表示されている場合に、その無線表示端末
４０の取り付けられた容器５０に収容されている製品Ｐに対し、第１加工作業が終了する
と、入力部４２としての押しボタンスイッチを押下する。このような、加工作業終了時の
入力部４２への入力が、無線表示システム１００においてどのように利用されるかについ
ては後述する。
【００５０】
　（２－１－３）通信部
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　通信部４３は、アクセスポイント３０と無線通信を行う。言い換えれば、通信部４３は
、アクセスポイント３０を介して、サーバ１０と無線通信を行う。
【００５１】
　通信部４３は、サーバ１０から、アクセスポイント３０を介して、表示部４１の表示の
書き換え指令としてのコマンドを受信する。コマンドには、表示データ（製品Ｐの製品情
報の画像データ）を含む。
【００５２】
　通信部４３は、後述する制御部４７の指示に従い、アクセスポイント３０に対して、言
い換えればサーバ１０に対して、応答信号（ＡＣＫ）を送信する。応答信号は、無線表示
端末４０が、その無線表示端末４０宛に送信されたコマンドを受信したこと等をサーバ１
０に知らせるために、通信部４３から送信される信号である。
【００５３】
　また、通信部４３は、入力部４２に入力があった時に、アクセスポイント３０に対して
、言い換えればサーバ１０に対して、入力部４２に入力があった旨を知らせる信号を送信
する。なお、入力部４２に入力があった旨を知らせる信号には、後述する記憶部４６に記
憶された端末ＩＤの情報が含まれる。
【００５４】
　（２－１－４）電池
　電池４４は、無線表示端末４０の各部に電力を供給する。電池４４は、例えば、表示部
４１の表示を書き換える表示書換部４１ａ、入力部４２、通信部４３、記憶部４６および
制御部４７等に電力を供給する。
【００５５】
　（２－１－５）検出部
　検出部４５は、電圧の検出手段である。検出部４５は、表示部４１の表示の書き換え時
（表示書換部４１ａによる表示部４１のセルへの電圧の印加時）に、電池４４の電圧を検
出する。
【００５６】
　なお、検出部４５は、電池４４の電圧を検出する代わりに、表示書換部４１ａにより表
示部４１のセルに印加される電圧の値を、電池４４の電圧に関する値として検出するよう
構成されてもよい。
【００５７】
　（２－１－６）記憶部
　記憶部４６は、図示しないＲＯＭやＲＡＭ等を有する。
【００５８】
　記憶部４６には、制御部４７により実行される各種プログラムが記憶されている。
【００５９】
　また、記憶部４６には、各種情報が記憶されている。例えば、記憶部４６には、その記
憶部４６を有する無線表示端末４０の端末ＩＤ（自己の端末ＩＤ）が記憶されている。ま
た、記憶部４６には、通信部４３が受信したコマンドに含まれていた表示データが記憶さ
れる。また、後述する制御部４７の省電力表示データ生成部４７ｂにより省電力表示デー
タが生成された場合、生成された省電力表示データが記憶部４６に記憶される。
【００６０】
　（２－１－７）制御部
　制御部４７は、図示しないＣＰＵを主に有する。制御部４７は、表示書換部４１ａ、入
力部４２、通信部４３、電池４４、検出部４５、および記憶部４６と電気的に接続されて
いる（図３参照）。
【００６１】
　制御部４７は、記憶部４６に記憶されたプログラムを実行することで、判断部４７ａお
よび省電力表示データ生成部４７ｂとして機能する。
【００６２】
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　判断部４７ａは、表示部４１の表示の書き換え時に、低電池残量時であるか否かを判断
する。なお、低電池残量時とは、電池４４の残量が所定範囲にあると判断される時を意味
する。つまり、判断部４７ａは、電池４４の残量が所定範囲にあるか否かを判断する。判
断部４７ａは、電池４４の残量が所定範囲にあるか否かを判断することで（より具体的に
は、電池４４の残量が所定量より少ないか否かを判断することで）、表示部４１の表示を
、サーバ１０が送信してくるコマンドに含まれる表示データに基づいて書き換える際に、
電池４４の残量不足を原因として、表示部４１の表示の書き換えエラーが発生するおそれ
があるか否かを判断している。
【００６３】
　判断部４７ａは、検出部４５が検出する、表示部４１の表示の書き換え時の電池４４の
電圧の値に基づいて、低電池残量時であるか否かの判断、言い換えれば低電池残量時か通
常時（低電池残量時以外）かの判断、を行う。通常時であれば、表示部４１の表示の書き
換え開始前の電池４４の電圧と、表示の書き換え開始後の電池４４の電圧との差は比較的
小さい。これに対し、電池４４の残量が所定量より少なくなると、表示部４１の表示の書
き換え開始前に比べ、表示の書き換え開始後に電池４４の電圧が大きく降下する。そのた
め、判断部４７ａは、検出部４５が検出する電池４４の電圧に基づいて、通常時と低電池
残量時との判断を、容易に行うことができる。
【００６４】
　省電力表示データ生成部４７ｂは、判断部４７ａが低電池残量時であると判断する場合
に、記憶部４６に記憶された表示データから省電力表示データを生成する。表示部４１の
表示は、サーバ１０が送信してくる表示データに基づいて書き換えるよりも、その表示デ
ータから生成された省電力表示データに基づいて書き換える方が、省電力で書き換えるこ
とができる。
【００６５】
　サーバ１０から送信されてくる表示データは、第１色Ｃ１、第２色Ｃ２、および、第３
色Ｃ３を表示色に含む。つまり、サーバ１０から送信されてくる表示データに基づいて表
示部４１に表示される製品情報の画像は、例えば図２のように、第１色Ｃ１、第２色Ｃ２
、および、第３色Ｃ３を表示色に含む、３色表示の画像である。これに対し、省電力表示
データは、３色表示の表示データにおいて、第３色Ｃ３を第２色Ｃ２に変更した（置換し
た）データである。つまり、省電力表示データに基づいて表示部４１に表示される製品情
報の画像は、例えば図５のように、表示データに基づいて表示部４１に表示される製品情
報の画像において第３色Ｃ３を第２色Ｃ２に変更した、２色表示の画像である。
【００６６】
　上記のように、表示部４１の画素の表示色を第１色Ｃ１から第２色Ｃ２に書き換える時
に消費される電力は、画素の表示色を第１色Ｃ１から第３色Ｃ３に書き換える時に消費さ
れる電力に比べて少ない。そのため、表示部４１の表示を表示データに基づいて書き換え
る場合に比べ、表示部４１の表示を省電力表示データに基づいて書き換えることで、表示
部４１の書き換えに必要な電力を省電力とすることができる。
【００６７】
　制御部４７は、判断部４７ａおよび省電力表示データ生成部４７ｂとして機能するのに
加え、記憶部４６に記憶されたプログラムを実行することで、無線表示端末４０の各要素
を制御する。
【００６８】
　具体的には、制御部４７は、以下の様な制御を行う。
【００６９】
　制御部４７は、通信部４３がアクセスポイント３０から送信されてくるコマンドを受信
すると、コマンドに付された端末ＩＤと、記憶部４６に記憶された端末ＩＤ（自己の端末
ＩＤ）とが、同一であるか否かを判断する。同一でないと判断される場合には、制御部４
７は、通信部４３が受信したコマンドを実行しない。
【００７０】
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　一方、コマンドに付された端末ＩＤと記憶部４６に記憶された端末ＩＤとが同一である
と判断される場合（以下では、同一判断時と呼ぶ）、制御部４７は、通信部４３に、アク
セスポイント３０に対して応答信号（ＡＣＫ）を送信するよう指示する。ここでの応答信
号は、無線表示端末４０が、その無線表示端末４０宛に送信されたコマンドを受信したこ
とをサーバ１０に知らせるための信号である。また、同一判断時には、コマンドに含まれ
る表示データが記憶部４６に記憶される。また、同一判断時には、制御部４７は、記憶部
４６に記憶された表示データに基づいて、表示データが特定する製品情報の画像が表示部
４１に表示されるよう、表示書換部４１ａの制御を開始し、表示部４１の表示の書き換え
を開始する。
【００７１】
　この後、制御部４７は、通常時と低電池残量時とで、表示部４１の表示を最終的に異な
る画像に書き換える。表示部４１の表示の書換処理の詳細については後述する。
【００７２】
　（２－２）サーバ
　サーバ１０は、工場で取り扱われる製品Ｐの情報を一元管理する一般的なコンピュータ
である。サーバ１０は、アクセスポイント３０を介して、無線表示端末４０に表示データ
を含むコマンドを送信する。
【００７３】
　サーバ１０は、サーバ通信部１１と、サーバ表示部１２と、サーバ入力部１３と、サー
バ記憶部１４と、サーバ制御部１５とを主に有する（図４参照）。
【００７４】
　（２－２－１）サーバ通信部
　サーバ通信部１１は、サーバ１０とアクセスポイント３０との通信を可能にするための
通信インターフェースである。サーバ１０からアクセスポイント３０に送られたコマンド
は、アクセスポイント３０から無線表示端末４０へと無線送信される。
【００７５】
　（２－２－２）サーバ表示部
　サーバ表示部１２は、液晶ディスプレイである。サーバ表示部１２には、無線表示シス
テム１００に関する各種情報を表示可能である。
【００７６】
　（２－２－３）サーバ入力部
　サーバ入力部１３は、マウスおよびキーボードである。サーバ１０に対する各種指令や
各種情報は、サーバ入力部１３を介して入力可能である。
【００７７】
　（２－２－４）サーバ記憶部
　サーバ記憶部１４は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、およびハードディスク等により構成される。サ
ーバ記憶部１４には、後述するサーバ制御部１５により実行される各種プログラムが記憶
される。また、サーバ記憶部１４には、各種情報が記憶される。
【００７８】
　サーバ記憶部１４は、情報の記憶領域として、製品関連情報記憶領域１４ａと、リンク
情報記憶領域１４ｂとを有する（図４参照）。
【００７９】
　（２－２－４－１）製品関連情報記憶領域
　製品関連情報記憶領域１４ａは、工場で製造される製品Ｐに関する情報が記憶される。
製品関連情報記憶領域１４ａには、製品ＩＤ別に、製品Ｐのロット番号、製品Ｐに対して
行うべき全加工作業の内容、製品Ｐに対して次に行われるべき加工作業の内容、製品Ｐを
次に運ぶべき場所、製品Ｐの製造番号、製品Ｐの指図番号、製品Ｐに関する特記事項（製
品Ｐの製造を特に急ぐ必要がある旨の情報等）等が記憶される。
【００８０】
　製品関連情報記憶領域１４ａの内容は、図示しない外部機器から情報を受信することで



(12) JP 2017-10018 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

、あるいは、サーバ入力部１３が情報の入力を受け付けることで変更される。また、後述
するように、無線表示端末４０から送信される、入力部４２に入力があった旨の信号をサ
ーバ１０が受信した際にも、製品関連情報記憶領域１４ａの内容が変更される。
【００８１】
　（２－２－４－２）リンク情報記憶領域
　リンク情報記憶領域１４ｂには、携帯端末６０を用いて行われた、無線表示端末４０と
製品Ｐとのリンク作業の結果が記憶されている。具体的には、リンク情報記憶領域１４ｂ
には、各無線表示端末４０の端末ＩＤと、その無線表示端末４０が取り付けられた容器５
０内に収容された製品Ｐの製品ＩＤとが関連付けて記憶されている。
【００８２】
　（２－２－５）サーバ制御部
　サーバ制御部１５は、サーバ記憶部１４に記憶されているプログラムを実行することで
各種処理を行う。具体的には、サーバ制御部１５は、以下の様な処理を行う。
【００８３】
　例えば、ある無線表示端末４０から送信される、入力部４２に入力があった旨の信号（
すなわち、現在、製品関連情報記憶領域１４ａに記憶されている製品Ｐに対して次に行わ
れるべき加工作業が終了した旨の信号）を、サーバ１０が受信した時には、サーバ制御部
１５は、リンク情報記憶領域１４ｂを参照して、信号に含まれていた端末ＩＤの無線表示
端末４０と関連付けられた製品Ｐを特定する。そして、サーバ制御部１５は、製品関連情
報記憶領域１４ａに記憶されている、その製品Ｐに関する次に行われるべき加工作業の内
容を、終了したと無線表示端末４０から報告のあった加工作業の次に行われるべき加工作
業の内容に変更する。
【００８４】
　また、例えば、サーバ制御部１５は、ある無線表示端末４０の表示部４１の表示の変更
が必要な時に、その無線表示端末４０に対して表示部４１の表示の書き換えを指示するコ
マンドを生成し、アクセスポイント３０を介して、無線表示端末４０に無線送信する。コ
マンドには、表示データを含む。無線表示端末４０の表示変更が必要な時とは、例えば、
ある無線表示端末４０と、ある製品Ｐとのリンク作業が行われ、リンク情報記憶領域１４
ｂに、その無線表示端末４０の端末ＩＤと、その製品Ｐの製品ＩＤとが関連付けて記憶さ
れた時である。また、無線表示端末４０の表示変更が必要な時とは、逆に、ある無線表示
端末４０と、ある製品Ｐとのリンク解除作業が行われ、リンク情報記憶領域１４ｂに、関
連付けて記憶されていた無線表示端末４０の端末ＩＤと製品Ｐの製品ＩＤとが消去された
時である。また、無線表示端末４０の表示変更が必要な時とは、例えば、ある無線表示端
末４０から送信される、入力部４２に入力があった旨の信号をサーバ１０が受信し、製品
関連情報記憶領域１４ａに記憶されている、製品Ｐに対して次に行われるべき加工作業の
内容が変更された時である。
【００８５】
　サーバ制御部１５は、無線表示端末４０に対するコマンドの生成／送信時に、具体的に
は以下の処理を行う。
【００８６】
　まず、サーバ制御部１５は、製品関連情報記憶領域１４ａを参照して、無線表示端末４
０の表示変更が必要な製品Ｐについて、無線表示端末４０に送信するための表示データ（
製品情報の画像データ）を生成する。また、サーバ制御部１５は、リンク情報記憶領域１
４ｂを参照して、無線表示端末４０の表示変更が必要な製品Ｐとリンク付けされている無
線表示端末４０の端末ＩＤを取得する。
【００８７】
　次に、サーバ制御部１５は、取得した送信対象の無線表示端末４０の端末ＩＤを付した
、表示データを含むコマンド（無線表示端末４０に表示部４１の表示の書き換えを要求す
る指令）を生成する。さらに、サーバ制御部１５は、生成したコマンドを、アクセスポイ
ント３０に送信する。コマンドを受信したアクセスポイント３０は、そのコマンドを、電
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波により無線表示端末４０に無線送信する。
【００８８】
　前述のように、無線表示端末４０は、自己に対するコマンドを受信すると、アクセスポ
イント３０に対して応答信号を送信する。応答信号を受信したアクセスポイント３０は、
ネットワーク２０を介して、サーバ１０に対して応答信号を送信する。サーバ制御部１５
は、サーバ１０がコマンド送信後に応答信号を受信すると、無線表示端末４０との通信が
成功したと判断し、無線表示端末４０に対するコマンドの送信処理を終了する。一方、何
らかの原因で、アクセスポイント３０が応答信号を受信しない場合には、サーバ制御部１
５は、コマンドを再送信する。
【００８９】
　（３）無線表示システムの動作
　（３－１）サーバによるコマンドの生成／送信処理
　サーバ１０による、無線表示端末４０に表示部４１の書き換えを指示するコマンドの生
成／送信処理の具体例を、図６のフローチャートを参照して以下に説明する。
【００９０】
　初めに、サーバ制御部１５は、ある無線表示端末４０の表示部４１の表示の書き換えが
必要になった時に、表示部４１に表示させる内容を決定する（ステップＳ１）。
【００９１】
　無線表示端末４０の表示部４１の表示の書き換えが必要になる時とは、例えば、リンク
作業が行われ、その無線表示端末４０の端末ＩＤと製品ＩＤとが関連付けてリンク情報記
憶領域１４ｂに記憶された時や、リンク解除作業が行われ、その無線表示端末４０の端末
ＩＤがリンク情報記憶領域１４ｂから消去される時である。また、無線表示端末４０の表
示部４１の表示の書き換えが必要になる時とは、例えば、その無線表示端末４０から送信
される、入力部４２に入力があった旨の信号をサーバ１０が受信し、製品関連情報記憶領
域１４ａに記憶された、その無線表示端末４０の端末ＩＤと関連付けられた製品ＩＤの製
品Ｐに関する、次に行われるべき加工作業の内容が、変更された時である。
【００９２】
　サーバ制御部１５は、ある無線表示端末４０の表示部４１の表示の書き換えが必要にな
った時に、例えば、製品関連情報記憶領域１４ａに記憶された、その無線表示端末４０の
端末ＩＤと関連付けられた製品ＩＤに関して、製品Ｐのロット番号、製品Ｐに対して次に
行われるべき加工作業の内容、製品Ｐの製造番号、製品Ｐの指図番号、製品Ｐに関する特
記事項等、表示部４１に表示させることが決められている項目の情報を読み出し、これを
表示部４１に表示させるべき内容（製品情報）に決定する。また、サーバ制御部１５は、
例えば、ある無線表示端末４０について、リンク解除作業が行われた時には、表示部４１
に表示させるべき内容を、全ての画素の表示色を第１色Ｃ１にした画像に決定する。
【００９３】
　次に、ステップＳ２では、サーバ制御部１５は、予め定められたフォーマット（製品情
報の内、どの情報を表示部４１のどの位置に配置し、何色で表示するか等）に基づいて、
表示部４１に製品情報の画像を表示させるための表示データを生成する。
【００９４】
　次に、ステップＳ３では、次に、サーバ制御部１５は、無線表示端末４０に表示部４１
の表示を書き換えさせるためのコマンドを生成する。コマンドには、ステップＳ２で生成
された表示データを含む。また、コマンドには、コマンドを実行させる対象の無線表示端
末４０の端末ＩＤが付加される。
【００９５】
　次に、ステップＳ４では、サーバ１０は、ネットワーク２０およびアクセスポイント３
０を介して、無線表示端末４０に対しコマンドを無線送信する。
【００９６】
　（３－２）無線表示端末の表示部の表示の書き換え処理
　無線表示端末４０の表示部４１の表示の書き換え処理の具体例を、図７のフローチャー
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トを用いて以下に説明する。
【００９７】
　まず、無線表示端末４０は、サーバ１０から、その無線表示端末４０宛のコマンド（そ
の無線表示端末４０の端末ＩＤが付されたコマンド）を受信する（ステップＳ１１）。な
お、無線表示端末４０は、サーバ１０から、その無線表示端末４０以外宛のコマンドを受
信する場合があるが、受信したコマンドが自分宛のコマンドであるか否かを判定する処理
や、受信したコマンドが他の無線表示端末４０宛であった場合の動作については、説明を
省略する。
【００９８】
　ステップＳ１２では、受信したコマンドに含まれる表示データが、記憶部４６に記憶さ
れる。
【００９９】
　次に、ステップＳ１３では、制御部４７は、表示書換部４１ａを制御して、表示部４１
の表示を、記憶部４６に記憶された表示データに基づいて書き換え始める。
【０１００】
　次に、ステップＳ１４では、制御部４７の判断部４７ａは、検出部４５の検出した電池
４４の電圧の値に基づいて、低電池残量時であるか否かを判断する。具体的には、判断部
４７ａは、検出部４５の検出した電池４４の電圧の値が、所定の閾値以下であるかを判定
することで、低電池残量時であるか否かを判定する。なお、判断部４７ａでは、検出部４
５の検出した電池４４の電圧の瞬間値が所定の閾値と比較されてもよいし、検出部４５の
検出した電池４４の電圧の所定時間における平均値が所定の閾値と比較されてもよい。
【０１０１】
　ステップＳ１４で、判断部４７ａが、検出部４５の検出した電池４４の電圧の値が閾値
より大きく、低電池残量時ではない（通常時である）と判断した場合には、ステップＳ１
５に進む。一方、ステップＳ１４で、判断部４７ａが、検出部４５の検出した電池４４の
電圧の値が閾値以下であり、低電池残量時であると判断した場合には、ステップＳ１６に
進む。
【０１０２】
　ステップＳ１５では、表示部４１の表示の書き換えが完了したか（表示データに基づく
画像が表示部４１に表示されているか）が判定される。表示部４１の書き換えが完了した
と判定されれば、表示部４１の書き換え処理は終了する。一方。表示部４１の表示の書き
換えが完了していないと判定されれば、ステップＳ１４へと戻る。
【０１０３】
　ステップＳ１６では、制御部４７の省電力表示データ生成部４７ｂは、記憶部４６に記
憶された表示データに基づいて、省電力表示データを生成する。具体的には、省電力表示
データ生成部４７ｂは、記憶部４６に記憶された、第１色Ｃ１、第２色Ｃ２、および、第
３色Ｃ３を表示色に含む表示データにおいて、表示データの第３色Ｃ３を第２色Ｃ２に変
更した省電力表示データを生成する。
【０１０４】
　具体例を挙げて説明すれば、省電力表示データ生成部４７ｂは、図２のような３色表示
の画像の表示データにおいて、“ロットＮｏ．：ＦＦＴ１２３４５６７８”および“特急
”という第１色Ｃ１の文字の背景色を、第３色Ｃ３から第２色Ｃ２に変更した省電力表示
データ（図５参照）を生成する。省電力表示データ生成部４７ｂにより生成された省電力
表示データは、記憶部４６に記憶される。
【０１０５】
　次に、ステップＳ１７では、制御部４７は、表示書換部４１ａを制御して、表示部４１
の表示を、記憶部４６に記憶された省電力表示データに基づいて書き換える。つまり、表
示部４１の表示は、低電池残量時には、通常時（低電池残量時以外）の表示色数に比べて
、少ない表示色数で書き換えられる。また、表示部４１の表示は、低電池残量時には、通
常時に比べて省電力で書き換えられる。表示部４１の表示の省電力表示データに基づく書
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き換えが完了すると、表示部４１の書き換え処理は終了する。
【０１０６】
　（４）特徴
　（４－１）
　本実施形態に係る無線表示システム１００は、無線表示端末４０と、サーバ１０と、を
備える。無線表示端末４０は、第１色Ｃ１、第２色Ｃ２、および、第３色Ｃ３の３色表示
が可能な表示部４１を有する。表示部４１の表示は、電池４４の電力を用いて書き換えら
れる。サーバ１０は、無線表示端末４０に表示データを無線送信する。表示部４１の表示
は、電池４４の残量が所定範囲にあると判断される低電池残量時には、低電池残量時以外
の通常時に比べて、省電力で書き換えられる。
【０１０７】
　ここでは、低電池残量時に無線表示端末４０の表示の書き換えが省電力で行われるよう
構成されているため、低電池残量時の表示の書き換え失敗を防止できる。そのため、無線
表示端末４０に誤った情報が表示されるエラーを防止して、信頼性の高い無線表示システ
ム１００を実現できる。
【０１０８】
　（４－２）
　本実施形態に係る無線表示システム１００では、表示部４１の表示は、低電池残量時に
は、通常時の表示色数に比べて少ない表示色数で書き換えられる。
【０１０９】
　ここでは、表示色数を減らすことで表示部４１の書き換えに伴う電力消費が低減される
ため、低電池残量時の表示の書き換え失敗を防止し、無線表示端末４０に誤った情報が表
示されるエラーを防止できる。また、ここでは、通常時と低電池残量時との表示部４１の
表示が異なるため、表示部４１を見た作業員等が、無線表示端末４０の電池４４の残量が
少なくなっていることを容易に認識し、これに対処する（例えば電池４４を交換する）こ
とができる。
【０１１０】
　（４－３）
　本実施形態に係る無線表示システム１００では、無線表示端末４０は、省電力表示デー
タ生成部４７ｂを有する。省電力表示データ生成部４７ｂは、サーバ１０から送信されて
きた第１色Ｃ１、第２色Ｃ２、および、第３色Ｃ３を少なくとも表示色に含む表示データ
において、第３色Ｃ３を第２色Ｃ２に変更した省電力表示データを生成する。表示部４１
の表示は、通常時には表示データに基づいて書き換えられ、低電池残量時には省電力表示
データに基づいて書き換えられる。
【０１１１】
　ここでは、電池残量低下時に、無線表示端末４０側において省電力で書き換え可能な表
示色を低減した省電力表示データが生成されるため、サーバ１０側では無線表示端末４０
の電池４４の残量を把握する必要がなく、サーバ１０の処理負荷を低減できる。
【０１１２】
　（４－４）
　本実施形態に係る無線表示システム１００では、無線表示端末４０は、表示部４１の表
示の書き換え時に、電池４４の電圧を検出する検出部４５を有する。電池４４の残量が所
定範囲にあるか否かの判断は、制御部４７の判断部４７ａにより、検出部４５の検出結果
に基づいて行われる。
【０１１３】
　ここでは、電池４４の残量が所定範囲であるか否かの判断が、表示の書き換え時に検出
される電池４４の電圧に基づいて行われるため、正確な判断を行うことができる。そのた
め、電池４４の残量が少ない時には無線表示端末４０の表示の書き換えを省電力で行って
、無線表示端末４０に誤った情報が表示されるエラーを防止することができ、特に信頼性
の高い無線表示システム１００を実現できる。
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【０１１４】
　（４－５）
　本実施形態に係る無線表示システム１００では、表示部４１は、電子ペーパーである。
【０１１５】
　ここでは、表示部４１の表示内容の保持のための電力を不要とすることができる。
【０１１６】
　（５）変形例
　以下に第１実施形態の変形例について説明する。なお、矛盾しない範囲で、複数の変形
例が組み合わされてもよい。
【０１１７】
　（５－１）変形例１Ａ
　上記実施形態に係る無線表示システム１００では、低消費電力時に、無線表示端末４０
が省電力表示データを生成するが、これに限定されるものではない。
【０１１８】
　例えば、無線表示システムは、省電力表示データ生成部４７ｂを有しない、無線表示端
末１４０（図８参照）と、サーバ１１０（図９参照）と、を有するものであってもよい。
無線表示端末１４０では、制御部１４７による制御が、無線表示端末４０の制御部４７に
よる制御と一部異なる。また、サーバ１１０では、サーバ制御部１１５による処理が、サ
ーバ制御部１５による処理と一部異なる。
【０１１９】
　無線表示端末１４０およびサーバ１１０を有する無線システムと、上記実施形態の無線
表示システム１００との主な違いについて、無線表示端末１４０の表示部４１の表示の書
き換え処理に関する図１０のフローチャートと、低電池残量報告の受信時の、サーバ１１
０によるコマンドの生成／送信処理に関する図１１のフローチャートと、を用いて説明す
る。
【０１２０】
　無線表示端末１４０の表示部４１の表示の書き換え処理におけるステップＳ１１～Ｓ１
５は、無線表示端末４０の表示部４１の表示の書き換え処理におけるステップＳ１１～Ｓ
１５と同様である。無線表示端末１４０も、図６のフローチャートに沿ってサーバ１１０
により生成／送信されたコマンドを受信し（ステップＳ１１）、表示部４１の表示の書き
換え処理を開始する。なお、図１０のステップＳ１２では、通常表示データという語を用
いているが、内容的には、上記第１実施形態におけるステップＳ１２における表示データ
と同様のものである。
【０１２１】
　無線表示端末１４０は、ステップＳ１４において判断部４７ａが低電池残量時と判断し
た場合に（電池４４の電圧の値が所定の閾値以下と判定した場合に）、ステップＳ２０に
おいて、通信部４３からアクセスポイント３０に、低電池残量を報告する信号を、その無
線表示端末１４０の端末ＩＤと共に送信するよう構成される点で、無線表示端末４０と異
なる。
【０１２２】
　ステップＳ３１（図１１参照）において、無線表示端末１４０から、低電池残量を報告
する信号を受信したサーバ制御部１１５は、先に図６のステップＳ１において表示部４１
に表示させると決定していた内容（製品Ｐの製品情報）に対し、予め定められた省電力時
フォーマット（製品情報の内、どの情報を表示部４１のどの位置に配置し、何色で表示す
るか等）に基づいて、表示部４１に製品情報の画像を表示させるための省電力表示データ
を生成する（ステップＳ３２）。なお、省電力時フォーマットでは、ステップＳ２で使用
されるフォーマットにおいて第３色Ｃ３で表示させる画素の表示色が、第２色Ｃ２に変更
されている。つまり、表示色数が３色の通常表示データに対し、省電力表示データは、通
常表示データよりも表示色数の少ない画像データである。より具体的には、通常表示デー
タは、第１色Ｃ１、第２色Ｃ２、および、第３色Ｃ３を表示色に含む画像データであるの
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に対し、省電力表示データは、通常表示データの第３色Ｃ３を第２色Ｃ２に変更した画像
データである。つまり、変形例１Ａでは、無線表示端末１４０側で省電力表示データが生
成されるのではなく、サーバ１１０側で省電力表示データが生成される。サーバ制御部１
１５は、ステップＳ３２で生成された省電力表示データを含むコマンドを生成し（ステッ
プＳ３３）、これを無線表示端末１４０に対して送信する（ステップＳ３４）。
【０１２３】
　図１０に戻って、無線表示端末１４０は、ステップＳ２１において、サーバ１１０がス
テップＳ３４で送信した新たなコマンドを受信する。そして、ステップＳ２２では、ステ
ップＳ２１でサーバ１１０から受信したコマンドに含まれる省電力表示データが記憶部４
６に記憶される。ステップＳ２３では、制御部１４７は、記憶部４６に記憶された省電力
表示データに基づいて、表示部４１の表示を書き換える。
【０１２４】
　変形例１Ａでは、無線表示システムは、表示部４１に所定情報（製品Ｐの製品情報）を
表示させる場合に、サーバ１１０は、通常時（ステップＳ２０で低電池残量を報告する信
号を受信しない場合）には、表示色数が３色の通常表示データ（第１表示データ）を表示
データとして生成する。また、サーバ１１０は、低電池残量時には、通常表示データより
も表示色数の少ない２色表示の省電力表示データ（第２表示データ）を表示データとして
生成する。
【０１２５】
　ここでは、同一の所定情報（製品Ｐの製品情報）を表示部４１に表示させる場合に、サ
ーバ１１０が、通常時と電池残量低下時とで、表示色数の異なる表示データを生成するた
め、無線表示端末１４０側では表示データを生成する必要がない。そのため、無線表示端
末１４０の処理負荷を低減できる。
【０１２６】
　（５－２）変形例１Ｂ
　上記実施形態に係る無線表示システム１００では、判断部４７ａは、検出部４５の電池
４４の電圧の検出結果に基づいて、低電池残量時（電池４４の残量が所定範囲にあるか否
か）を判断するが、これに限定されるものではない。
【０１２７】
　例えば、無線表示端末４０の記憶部４６には、通信部４３とアクセスポイント３０との
通信回数（例えば、通信部４３がアクセスポイント３０からコマンドを受け付けた回数と
、通信部４３がアクセスポイント３０に応答信号等を送信した回数との合計）が記憶され
、判断部４７ａは、その通信回数が所定の閾値を越えた場合に、電池４４の残量が所定範
囲にあると判断してもよい（低電池残量時であると判断してもよい）。
【０１２８】
　さらに、通信部４３とアクセスポイント３０との通信回数とに基づいて低電池残量時を
判断する場合、判断部４７ａは、無線表示端末４０が有していなくてもよい。例えば、サ
ーバ記憶部１４に、無線表示端末４０の端末ＩＤ別に、通信部４３とアクセスポイント３
０との通信回数が記憶され、サーバ制御部１５が、サーバ記憶部１４に記憶された通信部
４３とアクセスポイント３０との通信回数とに基づいて、各無線表示端末４０の電池４４
の残量が所定範囲にあるか否か（低電池残量時であるか否か）を判断してもよい。そして
、サーバ１０は、ある無線表示端末４０の電池４４の残量が所定範囲にあると判断される
時に、その無線表示端末４０に対して、低電池残量時であることを信号として送信するよ
う構成されてもよい。
【０１２９】
　また、例えば、無線表示端末４０の記憶部４６には、表示部４１の表示の書換回数が記
憶され、判断部４７ａは、その書換回数が所定の閾値を越えた場合に、電池４４の残量が
所定範囲にあると判断してもよい（低電池残量時であると判定してもよい）。
【０１３０】
　ただし、電池４４の残量が所定範囲であることを正確に把握するためには、検出部４５



(18) JP 2017-10018 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

で検出した電池４４の電圧に基づいて低電池残量時の判断が行われることが好ましい。
【０１３１】
　（５－３）変形例１Ｃ
　上記実施形態に係る無線表示システム１００では、無線表示端末４０は３色表示が可能
な表示部４１を有するが、これに限定されるものではない。例えば、無線表示端末４０は
４色以上の表示が可能な表示部４１を有してもよい。表示部４１が４色以上を表示可能な
ものあっても、表示色を減らすことで表示部４１の表示の書き換えを省電力で行うことが
できる場合には、上記実施形態と同様に構成されることで（低電池残量時に通常時に比べ
て表示色を１色又は複数色減らすよう構成されることで）、低電池残量時の表示の書き換
え失敗を防止できる。そのため、無線表示端末４０に誤った情報が表示されるエラーを防
止して、信頼性の高い無線表示システム１００を実現できる。
【０１３２】
　（５－４）変形例１Ｄ
　上記実施形態に係る無線表示システム１００では、無線表示端末４０の表示部４１は、
電気泳動方式のマイクロカップ型の電子ペーパーであるが、これに限定されるものではな
い。電気泳動方式のマイクロカップ型の電子ペーパーではなくても、表示部４１が、３色
以上の表示が可能で、表示色を減らすことで表示部の表示の書き換えを省電力で行うこと
ができる場合には、上記第１実施形態の構成を広く適用可能である。
【０１３３】
　（５－５）変形例１Ｅ
　上記実施形態に係る無線表示システム１００では、無線表示端末４０の表示部４１の表
示の書き換え毎に低電池残量時の判断が行われるが、これに限定されるものではない。例
えば、無線表示端末４０の表示部４１の表示の書き換え時に低電池残量時と一度判断され
た場合には、電池４４の交換等が行われるまで、低電池残量時であると判断されるよう無
線表示端末４０は構成されてもよい。
【０１３４】
　＜第２実施形態＞
　（１）全体構成
　本発明の第２実施形態に係る無線表示システム２００について以下に説明する。
【０１３５】
　無線表示システム２００は、第１実施形態の無線表示システム１００と、無線表示端末
２４０を除いて同様である。無線表示システム２００の全体構成は、第１実施形態の全体
構成と同様であるので、無線表示システム２００の全体構成の説明は省略する。
【０１３６】
　（２）詳細構成
　無線表示システム２００の無線表示端末２４０について以下に説明する。サーバ１０に
ついては、第１実施形態の無線表示システム１００のサーバ１０と同様であるので、説明
は省略する。
【０１３７】
　（２－１）無線表示端末
　無線表示端末２４０は、第１実施形態の無線表示システム１００の無線表示端末４０と
同様である部分も多いため、ここでは無線表示端末２４０と無線表示端末４０との違いに
ついて主に説明し、同様の部分についての説明は省略する。
【０１３８】
　無線表示端末４０は、図１３のように、主に表示部２４１、入力部４２、通信部４３、
電池４４、検出部４５、記憶部２４６、および制御部２４７を有する。ここでは、第１実
施形態と相異する、表示部２４１、記憶部２４６、および制御部２４７についてのみ説明
し、入力部４２、通信部４３、電池４４、および検出部４５については説明を省略する。
【０１３９】
　（２－１－１）表示部
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　表示部２４１は、以下の点で、無線表示端末４０の表示部４１と主に相異する。
【０１４０】
　第１実施形態の表示部４１では、通常時には画素の表示色が第３色Ｃ３に書き換えられ
る場合があり、低電池残量時には、画素の表示色が第３色Ｃ３に書き換えられることがな
い。なお、表示部４１の画素の色を、第３色Ｃ３に書き換える処理には、画素の表示色を
第１色Ｃ１から第３色Ｃ３に書き換えるという処理が含まれる。表示部４１の画素の色を
、第１色Ｃ１から第３色Ｃ３に書き換える際には、その画素に対応する表示部４１のセル
（マイクロカップ）に、表示書換部４１ａにより所定回数の（一定回数の）パルス電圧が
印加される。
【０１４１】
　第２実施形態の表示部２４１では、通常時だけではなく、低電池残量時（低電池残量時
の定義は第１実施形態と同様）であっても、画素の表示色が第３色Ｃ３に書き換えられる
場合がある。ただし、低電池残量時に表示部２４１の画素の表示色を第３色Ｃ３に書き換
える場合には、画素の表示色を第１色Ｃ１から第３色Ｃ３に書き換えるという処理の際に
、表示書換部４１ａにより、その画素に対応する表示部２４１のセルに、通常時よりも少
ない回数のパルス電圧が印加される。
【０１４２】
　ここでは、低電池残量時に、画素の表示色を第１色Ｃ１から第３色Ｃ３に書き換えると
いう処理における、その画素に対応する表示部２４１のセルへのパルス電圧の印加回数を
減らすことで、パルス電圧の印加回数を減らさない場合に比べ、表示部２４１の表示を、
省電力で書き換えることができる。一方、パルス電圧の印加回数を減らすことで、セルの
表示面側に第３色Ｃ３の粒子が集まりにくくなるので、低電池残量時には、第３色Ｃ３に
ついては、表示部２４１に通常時に比べて薄い濃度で表示される。
【０１４３】
　その他の点については、表示部２４１は、第１実施形態に係る表示部４１と同様である
ため、説明は省略する。
【０１４４】
　（２－１－２）記憶部
　記憶部２４６は、第１実施形態の記憶部４６と異なり、省電力表示データが記憶されな
い。その他の点については、記憶部２４６は、第１実施形態の記憶部４６と同様であるの
で、説明は省略する。
【０１４５】
　（２－１－３）制御部
　制御部２４７は、第１実施形態の制御部４７と異なり、省電力表示データ生成部４７ｂ
としては機能しない。また、制御部２４７は、第１実施形態の制御部４７と異なり、書換
モード変更部２４７ｃとして機能する。
【０１４６】
　書換モード変更部２４７ｃは、判断部４７ａが、低電池残量時であると判断する場合と
、低電池残量時ではない（通常時である）と判断する場合とで、表示部２４１の表示の書
換モードを変更する。具体的には、書換モード変更部２４７ｃは、判断部４７ａが通常時
であると判断する場合には、表示部２４１の表示の書換モードを通常モードとする。通常
モードでは、表示部２４１の画素に第３色Ｃ３を表示させる場合に、画素の表示色を第１
色Ｃ１から第３色Ｃ３に書き換えるという処理における、画素に対応するセルへのパルス
電圧の印加回数がＮ１回に設定される。一方、書換モード変更部２４７ｃは、判断部４７
ａが低電池残量時であると判断する場合には、表示部２４１の表示の書換モードを省電力
モードとする。省電力モードでは、表示部２４１の画素に第３色Ｃ３を表示させる場合に
、画素の表示色を第１色Ｃ１から第３色Ｃ３に書き換えるという処理における、画素に対
応するセルへのパルス電圧の印加回数がＮ２回（Ｎ２＜Ｎ１）に設定される。
【０１４７】
　その他の点は、制御部２４７は、第１実施形態の制御部４７と同様である。
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【０１４８】
　（３）無線表示システムの動作
　（３－１）サーバによるコマンドの生成／送信処理
　サーバ１０による、無線表示端末２４０に表示部２４１の書き換えを指示するコマンド
の生成／送信処理は、第１実施形態における、サーバ１０による、無線表示端末４０に表
示部４１の書き換えを指示するコマンドの生成／送信処理と同様であるので、説明は省略
する。
【０１４９】
　（３－２）線表示端末の表示部の表示の書き換え処理
　無線表示端末２４０の、表示部２４１の書き換え処理の具体例を、図１５のフローチャ
ートを用いて以下に説明する。なお、図１５のフローチャートの開始時点では（ステップ
Ｓ１１１の時点では）、書換モード変更部２４７ｃは、表示部２４１の表示の書換モード
を通常モードに設定しているものとする。
【０１５０】
　まず、無線表示端末２４０は、サーバ１０から、その無線表示端末２４０宛のコマンド
（その無線表示端末２４０の端末ＩＤが付されたコマンド）を受信する（ステップＳ１１
１）。なお、無線表示端末２４０は、サーバ１０から、その無線表示端末２４０以外宛の
コマンドを受信する場合があるが、受信したコマンドが自分宛のコマンドであるかを判定
する処理や、受信したコマンドが他の無線表示端末２４０宛であった場合の処理について
は、説明を省略する。
【０１５１】
　ステップＳ１１２では、受信したコマンドに含まれる表示データが、記憶部２４６に記
憶される。
【０１５２】
　次に、ステップＳ１１３では、制御部２４７は、表示書換部４１ａを制御して、表示部
２４１の表示を、記憶部２４６に記憶された表示データに基づいて書き換え始める。なお
、ステップＳ１１３時点では、表示部２４１の表示の書換モードは通常モードに設定され
ている。つまり、表示部２４１の画素に第３色Ｃ３を表示させる場合に行われる、画素の
表示色を第１色Ｃ１から第３色Ｃ３に書き換えるという処理における、画素に対応するセ
ルへの表示書換部４１ａによるパルス電圧の印加回数がＮ１回に設定されている。
【０１５３】
　次に、ステップＳ１１４では、制御部２４７の判断部４７ａは、検出部４５の検出した
電池４４の電圧の値に基づいて、低電池残量時であるか否かを判定する。具体的には、判
断部４７ａは、検出部４５の検出した電池４４の電圧の値が、ある閾値以下であるかを判
定することで、低電池残量時であるか否かを判定する。なお、判断部４７ａでは、検出部
４５の検出した電池４４の電圧の瞬間値が所定の閾値と比較されてもよいし、検出部４５
の検出した電池４４の電圧の所定時間における平均値が所定の閾値と比較されてもよい。
【０１５４】
　ステップＳ１１４で、判断部４７ａが、検出部４５の検出した電池４４の電圧の値が閾
値より大きく、低電池残量時ではない（通常時である）と判断した場合には、ステップＳ
１１５に進む。一方、ステップＳ１１４で、判断部４７ａが、検出部４５の検出した電池
４４の電圧の値が閾値以下で、低電池残量時であると判断した場合には、ステップＳ１１
６に進む。
【０１５５】
　ステップＳ１１５では、表示部４１の書き換えが完了したか（表示データに基づく画像
が表示部２４１に表示されているか）が判定される。表示部２４１の書き換えが完了した
と判定されれば、表示部２４１の書き換え処理は終了する。一方。表示部２４１の書き換
えが完了していないと判定されれば、ステップＳ１１４へと戻る。
【０１５６】
　ステップＳ１１６では、書換モード変更部２４７ｃは、表示部２４１の表示の書換モー
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ドを省電力モードに変更する。
【０１５７】
　その上で、ステップＳ１１７では、表示書換部４１ａを制御して、表示部２４１の表示
を、記憶部２４６に記憶された表示データに基づいて、省電力モードで書き換え始める。
【０１５８】
　具体例を挙げて説明すれば、制御部２４７は、図２のような画像の表示データにおいて
、“ロットＮｏ．：ＦＦＴ１２３４５６７８”および“特急”という第１色Ｃ１の文字の
背景色である第３色Ｃ３が、図１４のように、通常時より薄い濃度（図１４では、通常時
より濃度の薄い第３色Ｃ３による表示部分を、第３色Ｃ３ａと表記している）で表示部２
４１に表示されるよう、省電力モードで表示部２４１の表示の書き換えを行う。表示部２
４１の、省電力モードによる書き換えが完了すると、表示部２４１の書き換え処理は終了
する。
【０１５９】
　（４）特徴
　（４－１）
　本実施形態に係る無線表示システム２００は、無線表示端末２４０と、サーバ１０と、
を備える。無線表示端末２４０は、第１色Ｃ１、第２色Ｃ２、および、第３色Ｃ３の３色
表示が可能な表示部２４１を有する。表示部２４１の表示は、電池４４の電力を用いて書
き換えられる。サーバ１０は、無線表示端末２４０に表示データを無線送信する。表示部
２４１の表示は、電池４４の残量が所定範囲にあると判断される低電池残量時には、低電
池残量時以外の通常時に比べて、省電力で書き換えられる。
【０１６０】
　ここでは、低電池残量時に無線表示端末２４０の表示の書き換えが省電力で行われるよ
う構成されているため、低電池残量時の表示の書き換え失敗を防止できる。そのため、無
線表示端末２４０に誤った情報が表示されるエラーを防止して、信頼性の高い無線表示シ
ステム２００を実現できる。
【０１６１】
　（４－２）
　本実施形態に係る無線表示システム２００では、表示部２４１の表示は、低電池残量時
には、第３色Ｃ３について、通常時に比べて薄い濃度で表示部２４１に該色が表示される
よう書き換えられる。
【０１６２】
　ここでは、色の濃度を低下させることで表示部２４１の書き換えに伴う電力消費が低減
されるため、低電池残量時の表示の書き換え失敗を防止し、無線表示端末に誤った情報が
表示されるエラーを防止できる。また、ここでは、通常時と低電池残量時との表示部２４
１の表示が異なるため、表示部２４１を見た作業員等が、無線表示端末２４０の電池４４
の残量が少なくなっていることを容易に認識し、これに対処することができる。
【０１６３】
　（５）変形例
　上記の第２実施形態の内容は、第１実施形態の内容と組み合わされてよい。例えば、無
線表示システムでは、低電池残量時に、通常時に比べ表示色数を減らすとともに、少なく
とも一部の表示色について、通常時に比べて薄い濃度で表示部に表示されるよう構成され
てもよい。
【０１６４】
　以下に第２実施形態の変形例について説明する。なお、矛盾しない範囲で、複数の変形
例が組み合わされてもよい。
【０１６５】
　（５－１）変形例２Ａ
　上記実施形態に係る無線表示システム２００では、低電池残量時に、書換モード変更部
２４７ｃが、表示部４１の表示の書換モードを変更するが、これに限定されるものではな
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い。
【０１６６】
　例えば、無線表示システム２００では、濃度の異なる同一色を、表示データ上では違う
色と規定してもよい。そして、制御部２４７は、表示部２４１の表示の書換モードを変更
する代わりに、第１実施形態と同様に、表示データに基づいて、省電力表示データ（第３
色Ｃ３を、薄い第３色Ｃ３ａに変更したデータ）を生成するよう構成されてもよい。
【０１６７】
　なお、このように構成される場合、第１実施形態における変形例１Ａと同様に、サーバ
１０側で、省電力表示データ（第３色Ｃ３を、薄い第３色Ｃ３ａに変更したデータ）を生
成するよう構成されてもよい。
【０１６８】
　（５－２）変形例２Ｂ
　上記実施形態に係る無線表示システム２００では、判断部４７ａは、検出部４５の電池
４４の電圧の検出結果に基づいて、低電池残量時を判断するが、これに限定されるもので
はない。第１実施形態の変形例１Ｂと同様に、判断部４７ａは、通信部４３とアクセスポ
イント３０との通信回数や、表示部２４１の表示の書換回数に基づいて、電池４４の残量
が所定範囲にあると判断してもよい（低電池残量時であると判定してもよい）。
【０１６９】
　（５－３）変形例２Ｃ
　上記実施形態に係る無線表示システム２００では、無線表示端末２４０は３色表示が可
能な表示部２４１を有するが、これに限定されるものではない。例えば、表示部２４１は
、４色以上の表示が可能なものであってもよい。
【０１７０】
　（５－４）変形例２Ｄ
　上記実施形態に係る無線表示システム２００では、表示部２４１の表示の書換モードが
省電力モードに設定された時に、第３色Ｃ３の濃度だけが、通常モードに比べて薄く表示
されるが、これに限定されるものではない。例えば、表示部２４１の表示の書換モードが
省電力モードに設定された時に、第２色Ｃ２および第３色Ｃ３の濃度が、通常モードに比
べて薄く表示されるよう構成されてもよい。
【０１７１】
　（５－５）変形例２Ｅ
　上記実施形態に係る無線表示システム２００では、無線表示端末２４０の表示部２４１
は、電気泳動方式のマイクロカップ型の電子ペーパーであるがこれに限定されるものでは
ない。電気泳動方式のマイクロカップ型の電子ペーパーではなくても、表示部２４１が３
色以上の表示が可能で、表示色の濃度を薄くすることで表示部２４１の表示の書き換えを
省電力で行うことができる場合には、上記第２実施形態の構成は広く適用可能である。
【０１７２】
　（５－６）変形例２Ｆ
　上記実施形態に係る無線表示システム２００では、無線表示端末２４０の表示部２４１
の表示の書き換え毎に低電池残量時の判断が行われるが、これに限定されるものではない
。例えば、無線表示端末２４０の表示部２４１の表示の書き換え時に低電池残量時と一度
判断された場合には、電池４４の交換等が行われるまで、低電池残量時であると判断され
るよう（書換モードが省電力モードに設定されるよう）無線表示端末２４０は構成されて
もよい。
【０１７３】
　＜第３実施形態＞
　（１）全体構成
　本発明の第３実施形態に係る電子棚札システム３００について以下に説明する。
【０１７４】
　電子棚札システム３００は、本発明に係る無線表示システムの一例である。電子棚札シ
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ステム３００は、例えば、スーパーマーケットやコンビニエンスストアのような店舗にお
いて使用される。
【０１７５】
　電子棚札システム３００は、図１６に示すように、主として、サーバ３１０と、複数の
電子棚札３４０，３４０，・・・と、複数のアクセスポイント３０，３０，・・・と、携
帯端末６０から構成されている。電子棚札システム３００に含まれる電子棚札３４０およ
びアクセスポイント３０の台数は、図１６に示される数に限定されるものではない。
【０１７６】
　電子棚札３４０は、無線表示端末の一例である。電子棚札３４０も、第１色Ｃ１、第２
色Ｃ２、および第３色Ｃ３の３色表示が可能な表示部４１を有する（図１８参照）。電子
棚札３４０は、可搬性の装置である。電子棚札３４０は、電子棚札システム３００の設置
される店舗で取り扱われる複数の商品Ａのそれぞれに対応して配置される表示装置である
（図１７参照）。電子棚札３４０は、店舗の売り場において、対応する商品Ａに関する情
報を表示する（図１８参照）。電子棚札３４０に表示される商品情報には、商品名、販売
価格、および販売単価（重量あたりの販売価格）が含まれる（図１８参照）。ただし、商
品情報は、商品名、販売価格、および販売単価に限定される必要はなく、これらの情報に
加えて、あるいはこれらの情報の一部又は全部に代えて、他の情報を含んでいてもよい。
電子棚札３４０は、表示内容以外は、第１実施形態の無線表示端末４０と同様であるので
説明は省略する。
【０１７７】
　また、サーバ３１０は、店舗で取り扱われる複数の商品Ａの情報を一元管理する一般的
なコンピュータであり、取り扱う情報が異なること以外、第１実施形態の無線表示システ
ム１００のサーバ１０と同様であるので、説明は省略する。
【０１７８】
　また、アクセスポイント３０、ネットワーク２０、携帯端末６０についても、第１実施
形態の無線表示システム１００と同様であるので、説明は省略する。
【０１７９】
　本電子棚札システム３００においても、電子棚札３４０やサーバ３１０を、第１実施形
態の無線表示端末４０およびサーバ１０や、第２実施形態の無線表示端末２４０およびサ
ーバ１０と同様の構成とすることで、スーパーマーケット等の店舗において、電子棚札シ
ステム３００が顧客に誤った商品情報（例えば価格等を）を提示することを防止できる。
【０１８０】
　＜その他の実施形態＞
　第１および第２実施形態に係る無線表示システムでは、表示色数や、表示色の濃度を変
更することで、低電池残量時に、表示部の表示が省電力で書き換えられるよう構成されて
いるが、これに限定されるものではない。例えば、無線表示端末が、表示部の表示の変更
速度や、表示部の画素に対応するセルへの電圧の印加時間に応じて電力消費が変化するも
のである場合には、これらの設定が、通常時と低電池残量時とで変更されるように構成さ
れてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１８１】
　本発明は、３色以上を表示可能な無線表示端末と、無線表示端末に表示データを無線送
信するサーバと、を備えた無線表示システムに広く適用可能であり、有用である。
【符号の説明】
【０１８２】
１０，１１０，３１０　サーバ
４０，１４０，２４０　無線表示端末
３４０　電子棚札（無線表示端末）
４１　表示部
４４　電池
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４７ｂ　省電力表示データ生成部
１００,２００　無線表示システム
３００　電子棚札システム（無線表示システム）
Ｃ１　第１色
Ｃ２　第２色
Ｃ３　第３色
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１８３】
【特許文献１】特開２００５－３３５００４号公報

【図１】 【図２】



(25) JP 2017-10018 A 2017.1.12

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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